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裁　決　書

レ　　　　　　　　　　 審査請求人
… … …… … …

…
　 〒 ゛ ㎜

上記審査請求人から平成２０年１０月１０日付けで提起された　　　 ’祉事
務所踝（以下 皿 声庁1 とりう‘。）ﾀﾞ行った平成2C ）年9 J11 2 4日11

●112;

外による生活保護申請却下（以下「本件処分」という。）に関する審査請求につ
いて、次のとおり裁決する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ユ

耿 △ 主 文　　　i.･　　　 卜
本件審査請求に係る処分庁がした本件処分は、これを取り消す。　　 ヤ　　　ロ

・　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
。　　･理　由　　　　 ニ　 ダ

１　 審 査 請 求 人 の 主 張｀　　　　　　　　　　　 レ　　　　　 ＼　　　 十　 ＼
・　 ¶　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　●･’ダ審 査 請 求 人 （以 下 「請 求 人 」 と い う 。） の 請 求 の 趣 旨 は 、 処 分 庁 が し た 本 件ﾌ

処 分 の 取 り 消 し を 求 め る も の で 、そ の 理 由 は 「生 活 保 護 申 請 に 対 す る 却 下 は
、

＼自 立 支 援 に 対 す る 逆 行 で あ る 。」、「:食 事 も ま ま な ら ず 、 生 活 困 難 に 落 ち 入 っ丶　　　・　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
¶て い る 。」 及 び 「生 活 が 困 難 に な る と わ か って い な が ら 、 却 下 さ れ た
。」へと い

う 点 に あ る 。ト　　　　　　　　　　 ダ　　　　　　　　　　　　　 、　 ヽ/
な お 、」 青求 人 は 審 査 請 求 書 に お い て 、 卜　　　　　　

＼　　　　 ‥　　　 一
卜 「 １ √ ９ 月 １ 日

亠
で､

㎜ め 偏 護 下 に あ り ヽ
」 月 分 め4 呆護 費 七 生 活 し･そ

い た が 、9. 月 ２ ４ 日 の 月 末 に 近 い 日 に 却 下 と な れ ば 、 当 然4 生 活 が 困

＝　 難 と な る こ と は 、 当 た り 前 で あ り 、 却 下 と な り う る 重 大 な 問 題 が あ っ
レ　　　 た の か どう か ？

２ 、 も し 仕 事 が 決 ま っ た と し て も 、 通 常 そ の 収 入 （給 料 ） は １ ヶ 月 後 で
… …あ り 、そ れ ま で ど う や っ て 生 活 で き る の か 考 え ら れ た の か 疑 問 を 持 つ 。

３ 、 私 達 個 人 （ 市 民 ） か ら 早 た ら ヽ
● で は

ヽ 保 曄 下 で あ っ た 叫 こ、
●

口
● は 却 下 と い う の は

ヽ 考 え ら れ な い 。

４ 、 必 死 に 求 職 活 動 を し て い た の に 、 何 を も っ て 能 力 の 不 活 用 と 言 わ れ

る の か 、 理 解 に 苦 し む 。　　　　　　　　　　 卜

５ 、 体 調 を 整 え る 為 に 、 ヌ 、 経 済 面 で の 自 立 に 向 け て 酒 や 遊 び 等 殆 ど し

な い で い た の‥に 不 思 議 で あ る 。一　　　　　　　　 ‥ ‥　 卜　 ▽

亅



６、何よりも、● へ引越したのは、自立に向けか求職活動である。
７、私のことを保護したくないという作用が働いたのではないか？
①略　　　　　　　　　　　　　　　　 ：
②求職活動報告前から、ずうーと能力め不活用と言われ続けていた。
・９月２日の申請時･ ９月８日の居住地の確認時
・９月１６日の稼働能力の判定結果連絡時
※求職活動報告を私がしたのは、指定日の９月１９日であり、最初か
ら、能力不活用と決めつけておられた○　　　　　　　　　　　　　　’
一③転居による保護継続申請が却下となるのは、極めて希である。
④略
⑤略　　　　　　　　　　　　　 ご
⑥私の求職活動先（企業）に、全て電話で確認されていることがわか
りました。（担当者は部内会議で確認する様に決まったので、電話で確
認した旨認めた。）
人を疑うということと、求職活動の妨害であり、人権を無視した行動

＼であり、ゆき過ぎた行為である。
※そんなに疑う様であれば、企業とかハロ、ワークから証明書をもら
っできてくれとか、ハロ｡－ワークに一緒に行きましょうとか、そうい
った指導、行動をとって欲しかった。非常に残念である。上卜
⑦却下となった翌日に、能力不活用に至った根拠を糲明して轜しいと
汕向7いたら、書面に書いてある通りと説明はなかった。 ‘ ▽ 、

Ｆ 処分庁の弁明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜
処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するよう求めるもので、その
理由として、　　　　　　　　　　　　∇
｢湎求人は、平成１ ６年１２月218し日から平成２０年９月し日まで、■

●福祉卓務所で生活保護を受給し七おり、平成２０年９月分の生活扶助及び
住宅扶助を同年９月:1日に㎜ 褝祉事務所から'米給している。単り９月分
の生活扶助費を受給したのではなく、平成１６年１２月２ ８日から受給して
いるため生活必需品全般などは揃っており、転居後においてもすぐにでも生
計を維持できる状況であった。よって、自立する機会も却下通知の日までに
十二分にあったと考える。
そもそも今回の転居については、自らの意思に基づくものであり、立ち退
きなど他意による突発的なものではない。転居に伴う敷金・移送費の支給を
受けており、転居そのものが消費生活に影響を与えることはないため、計画
的に自立に向けた準備をする期間も十分にあったと認識している。飲食費等
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を含む生活費は既に受給している訳であるから、「食事もままならない」とは
考えられない。’

このようなことから鑑みて、請求人は、申請期間中においても生活困難に
陥いる状況にあるとはいえないと考える。」

「生活保護は、その補足性により、生活に困窮する者が利用し得る資産、
能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要
褥として行われるものであり、解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいて
されなければならない。　　　　　　　　　ト　　　　　　　ノ　　　　　／
特に能力の活用は保護受給の要件として重要な地位を占めている。
･従って、請求人の年齢、経歴、健康状態などからみて稼働能力が認められ
る場合には、当然その能力が充分に活用されなければならないし、保護の実
施機関としても、能力の活用に関する指導、助言をしなければならない。

／　 熊本県生活保護の取り扱いにおいては、１８歳以上６５歳未満を稼働年齢
層とし、･能力に応じて就労指導を行うことにしている。　 。･
本所では、主治医からの意見聴取や嘱託医を含めた三者連絡会を開催する

・ など、医学的見地から専門意見を参考にしたうえで、重労働は困難かもしれ
ぬ:いが、中 、軽労働は十分可能という稼働能力の判定を行っている。

‥＼ そめ結果ヽ請求人は● 歳で稼働年齢層であり、稼働篩力は十分に画るた
め就労指導を行うことと判定したものであ｡る。請求人は申請時から稼働する
意欲はあり自立したいという意思を表していたため、改めて本所が請求人に

十対してヽ保珊 ）々補足性により鮃力陋用に努めるよう就労指導を成した。　 つ
請求人から提出があった求職活動状況申告書（平成２０年９月１ ９ 日付本

所受理）について、一部事業所へ求人内容の確認をした。しかし、いずれも
申告内容のとおりの求人があったとは認められない結果であった。９月２２
日、請求人より担当ケースワーカーに電話があり、「求職活動は行つた力じ 会
社名は間違っているかもしれない・・・」などと言い訂正を求めてきた。保
護申請後、求職活動を行ったが、就職まで至らな｡かったことは、▽直接保護の
要否には関係は無いが、どのように努力したかが肝要であると考える。本所
は、よ記調査を踏まえた結果、請求人は申告レたとおりの求職活動を実施し
ていないばかりか、申告書内容も信ぴょう性にも欠けるものであると考える。
本所はまた、請求人が実際求職活動を行っ･たか確認の必要があると考えたが、
個人情報保護の観点から困難だと考えたため、本調査は終了した。」卜
十「管内のハローワーク　　求人情報誌では、申請当時、請求人の就労可能●

性がある職場は複数存在しており、稼働能力があり、その能力を活かす場も
｡_ありながら、熱心かつ真摯に活かす努力鴦｡充分にしていると は言えないため‥
『稼働能力を活用しているとは認められない』･!:;判定した。このような処分
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庁の判定は、年齢、経歴、健康状態などからみた請求人の稼働能力の面だけ

でなく、請求人が熱心かつ真摯にその稼働能力を活用する意思があるか、具
体的にその能力を活用する場があるかという点を含めて 判断した正当なもの

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

国民は、憲法第２？条第１項により勤労義務を負づており･、憲法 ２５条は
これを 前提と して 国民の生存権を保障したものであるから、稼働能力があり

その機会があるにもかかわらず職業に就くことをあえて忌避する者について

は、生活保護法による最低生活の保障が及ばないと考える。生活保護が社会
保障制度の一環として公費によって賄われ、国の責任において行われる以上、

国民感情、社会倫理を無視して成立し得ないのは当然である。よって、生活

保護法のみならず、憲法をはじめ、法令を遵守することが生活保護の適用に
当たっての当然の義務であり、基本と考える。

この真摯な態度は、求職活動についてのみ求められている ものではなく、
生活の維持、向上、自立の目的を達成するために絶えず求められていると解

する。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダ　　　＼

「生活保護法 （昭和２５年法律第１４４号）第７条、第１９条第２項 ・６

項、第2 ’5条第 １項、第 ３４条第 ４項、第 ６３条に規定するいずれにも、急
迫した事由がある場合の保護に該当しないと判断する。

請求人の申請から却下に至るまでの期間の言動からみて、社会通念上、生
命が危うくされているとか放置しがたいと認められる状況が切迫していると

は考えられない。」｡として いる。　　Ila　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　●　｡

３　審査庁の判断　　　 ヶプ　　　　　　　　　　　　　　　　 ニ
(１) 認定事実　　　　　　　　犬

調査したところ、次の事実が認められる。　　　　卜　 ｉ
＼ア　平成2'O 年９月２日、処分庁は保護申請書を受理した。この際｡、処1
分庁の職員が、請求人が稼働年齢層であり求職活動の必要がある旨を

＼ 説明し、ハロー･ワーク● 求人情報を渡した。
イ　平成2 0, 年９月４日、請求人から処分庁に電話があり、病院を受診

ウ　 平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ８ 日 、 処 分 庁 の 職 員 が 請 求 人 宅 を 訪 問 し 、 饋 求 人 に

・　面 接･ し.'、……調' 査‘･を･li う･'た ．‥‥‥ ゛･･　･
．　
・
．　　　　　　　　　　　

．･・　･･･　･･･

請 求 人 が 稼 働 年 齢 層 で あ る た め 求 職 活 動 を 行 う こ と が 必 要 で あ る こ
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とを説明したうえで申請後の求職活動状況を尋ねたところ、市販の求
人情報誌を見て２～３件ほど電話をかけてみたが断られた。過去に大
企業で働いていたことで、雇い主が敬遠すると話した。また、管理的
業務の経験があるので管理人の仕事を希望しているが、見つからない
と回答した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
職業安定所にはまだ行っていないとのことであったため、まずは職

業安定所で求職活動を行うよう処分庁の職員が指導を行った。
エ　平成２ ０年９月１２日、処分庁は稼働能力判定会議を開催した。主
治医からの病状調査、嘱託医協議の結果及び請求人が平成２０年４月
から９月まで病院を受診していない事実から、病気による受診は無く、
求職活動ができる状態にあると一般的に言えるとしている。卜また生活
歴・職歴等も考慮して客観的・総合的に勘案した結果、稼働能力につ
いては、申請時から充分中労働が可能であると判断できるので、請求
人が申請以後見せていた就労意欲を一層活用することを決定し、請求
人に対し重ねて就労指導を行うことを決定した。　　 ＼
オ　平成２０年９月１ ６日、処分庁の職員が請求人宅を訪問し、請求人
に面接し、調査を行った。　 ／　　　　　ご
請求人に対して稼働能力判定会議の結果を伝え、求職活動状況申告

書を渡し、９月１９日に提出するよう説明した。　 十
六 請求人は、稼働能力はあると 帋|覚しており、㎜ 病院1の主治医に･
も仕事はできると言って欲しいと頼んでいたと発言した。
請求人に求職活動状況･を尋ねたところ、これまで３回職安に行って

求人情報を閲覧し、打ち出しできた求人票を２社分処分庁の職員に見
せた．職種は管稈的業務で鑠しrているがヽ㎜ には募集がないと話

㎜　　■■■㎜Wすため、管理的業務だけでなく、他の職種についても探してみるよう
指導した。また、`J職安の求職申し込み手続きはしておらず、面接を受
けたいと思う会社が見つかった時に、手続きをする。またその他にも、
求人情報誌（ケットサポート、あつまるくんの求人案内）を活用して
何社か電話をかけているが、具体的な会社名については覚えていない
と回答した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜
力　平成２０年９月１ ７ 日、請求人から処分庁に中労働を具体的に教え
て欲しいとの電話があり、店員や事務等医療要否意見書に記載してあ
る内容を説明した。、
キ　平成２０年９月１９日、請求人が処分庁に来所し、求職活動状況申
告書を提出_した。申告書には求人情報誌やハローウ¬クを通七､て、面
接｜社、電話確認４社、履歴書送付２社、ハローワークでの情報閲覧
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２回との記載があった。
ク　平成２０年９月２４日、
却下することを決定した。
法第４条（保護の補足性）

処分庁はヶ一ス診断会議を開催し、申請を
同日、稼働能力の不活用はじめ、生活保護
等詞呆護の要件を満たしていないと判断し

ますとの理由により㎜ 号外により生堺保纎申請の却下を通知した．

（２） 判断 ９　　 犬　　　 六 大　 ‥
本件審査請求は、稼働能力の不活用等を理由として処分庁が保護申

謫を却下したことに対して、これを不服として審査請求に及んだもの
である。　　　　　　　　　　　　　犬
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第４

条第1 項は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能
二 力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用す
ることを要件として行われる。」と規定しており、稼働能力についても
法第４条第１項にいう「能力」に含まれるものである。
そして、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年

４月１日厚生省発社第１ ２ ３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」
という。）の第４におい｡ては、「要保護者に稼働能力がある場合には、
その稼働能力を最低限度の生活の維持のために活用させること。」と規
定され、その具体的な判断基準が「生活保護法による保護の実施要領
について」（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。
以下「局長通知」という。）に示されている。
これによると、「１　稼働能力を活用しているか否かについては、①
稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その

卜　 能力を活用する意思があるか否か、③実際に稼働能力を活用する就労
の場を得ることができるか否か、により判断すること。
また、判断に当たっては、必要に応じてケース診断会議や稼働能力

判定会議等を開催するなど、組織的な検討を行うこと。」
「２　稼働能力がある1か否かの評価については、年齢や医学的な面

からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等
を把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案して行うこと。」
「３　稼働能力を活用する意思があるか否かの評価については、求

職ﾓI犬況報告書等により本人に申告させるなど、その者の求職活動の実
施状況を具体的に把握し、その者が２で評価した稼働能力を前提とし
て 真摯1こ求職活動を行ったかどうかを踏まえ行うこと。」　　　 ………
「４　就労の場を得ることができるか否かの評価については、２で
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評 価 し た 本 人 の 稼 働 能 力 を 前 提 と し て 、 地 域 に お け る 有 効 求 人 倍 率 や

求 人 内 容 等 の 客 観 的 な 情 報 や 、 育 児 や 介 護 の 必 要 性 な ど そ の 者 の 就 労

を 阻 害 す る 要 因 を ふ ま え て 行 う こ と 。」 と さ れ て い る 。

さ ら に 、 局 長 通 知 第 １ １ の １ の （ ２ ） で は 、「要 保 護 者 が 、 自 ら の 資

産 能 力 そ の 他 扶 養 、 他 法 等 利 用 し う る 資 源 の 活 用 を 怠 り 又 は 忌 避 し て

い る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 適 切 な 助 言 指 導 を 行 う も の と し 、 要 保 護 者

が こ れ に 従 わ な い と き は 、 保 護 の 要 件 を 欠 く も の と し て 申 請 を 却 下 す

る こ と 。」 と さ れ て い る 。

以 上 の 規 定 や 判 断 基 準 を も と に 、 本 件 処 分 が 適 当 で あ っ た か 否 か に

つ い て 検 討 を 行 う も の と す る 。　　　　　　　　　 卜

処 分 庁 は 、 請 求 人 の 稼 働 能 力 の 有 無 に つ い て 、 病 状 調 査 、 嘱 託 医 協

議 及 び 稼 働 能 力 判 定 会 議
乙
を 経 て 、 中 程 度 の 稼 働 能 力 を 有 し て い る と の

判 断 に 至 っ て お り 、 手 続 き 的 に は 問 題 な い と 考 え ら れ る 。 ま た 、 上 記

認 定 事 実 の オ の と お り 、請 求 人 自 身 が 稼 働 能 力 は あ る と 自 覚 し て お り 、

主 治 医 に も 仕 事 は で き る と 言 っ て 欲 し い と 頼 ん で い た と の 発 言 に も あ

る と お り 、こ の 点 に つ い て は 請 求 人 と 処 分 庁 と の 認 識 は 一 致 し て い る 。

巽 躙 は 、 稼 働 能 力 を 活 用 し て い る か 否 か に つ い て で あ り 、 こ の 判 断

は 、 請 求 人 が 稼 働 能 力 を 有 す る 場 合 で あ っ て も 、 そ の 具 体 的 な 稼 働 能

力 を 前 提 と し た う え で 、 請 求 人 に そ の 稼 働 能 力 を 活 用 す る 意 思 が あ る

か ど う か 、 請 求 人 の 具 体 的 な 生 活 環 境 の 中 で 実 際 に そ の 稼 働 能 力 を 活

用 で き る 場 が あ る か ど う か に よ り 行 う べ き も の で あ る 。･

処 分 庁 は 、 弁 明 書 に お い て 、「 申 請 当 時 、 請 求 人 の 就 労 可 能 性 が あ る

職 場 は 複 数 存 在 し て お り 、 稼 働 能 力 が あ りミ そ の 能 力 を 活 か す 場 も あ

り な が ら √ 熱 心 か つ 真 摯 に 活 か す 努 力 を 充 分 に し て い る と は 言 え な い ｉ

た め 『稼 働 能 力 を 活 用 し て い る と は 認 め ら れ な い 』 と 判 定 し た 。」 と 主

張 し て い る ０　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
本 件 の 場 合 、 請 求 人 が 稼 働 能 力 を 活 か す た め に 、 熱 心 か つ 真 摯 に 努

力 を し た か ど う か 不 明 で あ る が 、 請 求 人 が こ こ 数 年 間 就 労 し た こ と が

な く 生 活 保 護 を 受 給 し て い た こ と 、 ま た 、 年 齢 的 に も　　
ｉ 代 の 半 ば

７ 極 め ７ 求 奏 が 限 定 さ れ る 立 場 ’二あ や μ さ ら ’ご

ｌ

共 職 業 安

定 所 に お け る 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 の 有 効 求 人 倍 率 が0.  6  1 と 低 い 水 準

に 留 ま っ て い る こ と 等 を 考 慮 す れ ば 、 稼 働 能 力 が あ り 稼 働 能 力 を 活 用

す る 意 思 が あ っ た と し て も 、 雇 用 の 場 が 限 ら れ て い る た め 、 採 用 さ れ

る ま で に 時 間 を 要 す る で あ ろ う こ と は 、容 易 に 推 測 で き た は ず で あ る 。

そ の 場 合 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対｡し て 通｡常 の 者 と 同 じ レ ベ ル の 仕 事
‥-

を 求 め る の で は な く 、 短 時 間 の 労 働 や 軽 作 業 等 比 較 的 負 担 の 小 さ な 仕

７
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事から始めるよう指導し、その:後に様子を見ながら転職を勧める等の
支援を行うべきである。
稼働能力を活用しているか否かについてぼ、そうした支援を行い、

一定の期間を置いたうえで判断すべきであり、必要とされる支援を行
わないまま申請から１ヶ月も経過していない段階で稼働能力を活用し
ていないと判断したのは拙速に過ぎると考えられる。
よって、本件処分は、請求人のこﾚれまでの生活状況や地域において
稼働能力を活用する場が限られているという事情等を考慮せず、さら
に、請求人の求職活動に対する必要な支援を行わないまま、稼働能力
を活用していないとの判断に至っており、判断の根拠となる事実の積
み重ねが不十分であることから、不当な処分であったと認められる。

以上、本件処分を違法とする請求人の本件審査請求はﾐ 理由がある。
よって、行政不服審査法（昭和3厂7年法律第１６０号）第４０条第３項
の規定により、主文のとおり裁決する。

平成２ １ 年 １月 ９日

熊本県知事 蒲　島匸郁

教　　　　　　　　　一示　　　　　`.･　･.･･.　・
この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から

起算して３０日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます．
ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内であっ

ても、裁決があった日の翌日から衂算して１年を経過すると再審査請求をする
ことができなくなります○　　　’　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　・
また、この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起

算して6 にか月以内に、この裁決の前提‾となる本件処分をしだ処分庁の所属する
㎜ を被告として（訴訟において㎜ を代表する者は㎜ 艮とね:ります．）
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１
瀏

本件処分の取消しの訴えを、又は熊本県を被告として（訴訟において熊本県を
代表する者は熊本県知事となります。）この裁決の取消しの訴えを提起すること
ができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月
以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過ずると本件処
分又は裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。

９


